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かりまた内科医院 狩俣洋介 
浦添総合病院救急集中治療部 ⽶盛輝武 
沖縄県⽴中部病院感染症内科 ⾼⼭義浩 

 
新型コロナウィルス感染症の感染拡⼤に伴い、重症 ・中等症の患者に対する治療を主に担

う重点医療機関の機能拡充と共に、PCR 検査体制の強化を⽬的として PCR 検査センターの
設置が進んでいる。 

ただし、⼈的 ・物的リソースやアクセスの点で恵まれている⼤都市圏に⽐べて、地⽅都市
における PCR 検査センターの設置および運⽤は決してたやすいものではない。 

浦添市医師会 （沖縄県）では、開業医の参画によるドライブスルー形式の PCR 検査セン
ターを実施したので、その運⽤と感染対策の要点を紹介する。 

 

１. センター設置の準備 

運営体制の構築 
 PCR 検査センターを設置するにあたっては、都道府県が地区医師会等に対して、PCR

検査を集中的に実施する機関として運営の委託を⾏うことを基本とし、運営にあたる
関係者が⼗分に連携・調整し、地域の実情に応じて柔軟に運⽤していく。 

 会場については、費⽤負担の少ない公的会場を選定することが⼀般的である。テントや
誘導路の確保については、医師会事務局で設置することも可能であるが、イベント企画
会社に依頼することも検討する。 

 
会場設定の留意点 
・受検者が⾃家⽤⾞でアクセスしやすい、交通の便の良い場所 
・ドライブスルー⽅式をとするため、公道の渋滞を避けるなど⾞の動線を考慮 
・警備や誘導が容易であり、スタッフが密集せずに業務にあたれるオープンスペース 
・患者容態が悪化したときに備え、搬送できる医療機関が近隣にあること 
・スタッフの休憩のため、換気が良く、かつ冷暖房の効いた控室があること 
・スタッフが汚染されたときのため、可能であれば緊急に使⽤できるシャワー室があるこ

と 
 

 医療機関の敷地外に、ドライブスルー⽅式で PCR 検査センターを設置する場合には、
診療所の開設に係る⼿続を要する。運⽤上では、患者が受診した開業医からオーダーさ



 

 

れた PCR 検査のための検体採取を⾏う地区医師会共⽤の検査室と考える。そのため、
検体採取する患者の受付と管理、検体採取、検体の照合と管理および発送まで業務を専
ら⾏い、独⾃の診療費請求などは⾏わない。 

 検査結果の通知⽅法について、地域の診療所等と調整を⾏っておく。加えて、患者が陽
性であった場合の患者への対応⽅法についても、事前に都道府県の医療本部と調整 ・連
携しておくことが望ましい。その際、新型コロナウィルス感染症医療機関等情報⽀援シ
ステムの Web フォームへの⼊⼒による報告についても適宜活⽤する。 

 
⼈員と物品の確保 
 必要な⼈員を算定する。地⽅において、１⽇あたり１０⼈程度を対象として数時間の運

⽤であれば、医師 （診療）1 名、看護師 （診療補助および検体採取）2 名、検査技師 （採
取した検体の扱い）1 名、事務 （全体事務、連絡調整、患者誘導）10 名程度と考える。
予約の受付ならびに管理は、地区医師会の事務局が業務を担うことを考える。 

 必要となる感染防護具について、あらかじめ必要量を算定し、都道府県から⼗分量が配
分されるよう調整する。検体採取に必要なスワブ、輸送培地、⼆次輸送容器をあらかじ
め⼗分量を確保しておくとともに、医療資材等の卸売業者と情報共有を密にし、早めの
発注を⾏っておく。 

 
シミュレーション 
 訓練教育を兼ねたシミュレーションを複数回⾏い、PPE 着脱の訓練のほか、会場のゾ

ーニングや検体取り扱いについてのマニュアルを定めていく。回数を重ねる毎に業務
の課題が明らかになり、確実な感染対策へと⾼められる。このため、本番まで繰り返し
⾏うことが望ましい。シミュレーションを⾏うことで、机上で想定していたものより、
⼤幅に業務を簡素化することができるようになる。 

 とくに、地域外来 ・検査センターに従事する者、特に検体採取を⾏う者は、感染予防策
や検体採取⽅法について事前に訓練・準備を⾏っておく。 

 

２. センター運⽤の実際 

検体採取の流れ 
 事前に各医療機関に定型の 『情報共有シート （図１）』『患者配布資料 （予約票 ・検査説

明書 ・⾃宅療養のアドバイス）（図２）』を配布しておき、検査が必要な患者が発⽣した
場合、これらを⽤いて地区医師会に予約を⼊れる。 

 センターは 12 時〜14 時まで運営しており、当⽇ 10 時半まで予約可能とする。予約
時間は 30 分毎に 5 件までと設定し、同時刻に集まった患者から検体を採取することに
より、PPE 装着での検体採取者の⻑時間連続業務を避ける。 



 

 

 患者は予約票と検査説明書を持参し、⾃家⽤⾞でセンターへ来場する。誘導員はダッシ
ュボードに置かれた予約票と保険証で本⼈確認を⾏い （図３）、⾞外からカメラで撮影
することにより受診記録を残す。拡声器か電話で応対し、直接対⾯での応対はしない。
会場では患者との⽂書や現⾦等の受け渡しはない。 

 誘導した経路に⾞を進めていただき （図４）、検体採取を担当する看護師は患者の健康
状態を声掛けで確認する。異常があれば医師へと引き継ぐ。状態が安定していることが
確認できれば、⿐腔ぬぐい液の検体を採取する （図５、６）。採取後、患者はそのまま
ドライブスルーで帰宅する。通常、患者が会場に滞在するのは数分程度である。 
 

感染対策 
 診療もしくは検体採取にあたる担当者は、レッドゾーンとしての PPE とし、⼿袋、ゴ

ーグル、サージカルマスクまたは N95 マスク、袖付きガウンを着⽤する。検体採取ご
とに外側を外し、内側⼿袋の上からアルコール⼿指消毒を⾏い、ふたたび外側⼿袋を装
着する。患者ごとにゴーグル、サージカルマスクまたは N95 マスク、ガウンは交換し
ないが、⼤量の⾶沫を浴びた場合には速やかに交換する。 

 採取した検体を受け取る担当者は、⼿袋およびサージカルマスクを着⽤する。⼿袋は患
者ごとに着脱するが、ゴーグルとサージカルマスクを交換する必要はない。 

 事務作業の担当者、屋外で患者誘導する担当者はサージカルマスクのみでよい。 
 



 

 

図１ 情報共有シート例 



 

 

 
図２ 患者配布資料例（4 枚綴り。紹介元医療機関で患者に渡す） 
 



 

 

 
図３ 予約票の運⽤⽅法 （予約票と保険証を⾞外からカメラで撮影し、来場した記録して

残す） 
 

 
図４ 会場⾒取り図 
 

 
図５ 検体採取場の配置図 （検体採取時に発⽣するエアロゾル対策として、⾞窓は反対側

も開放し、採取者の背側 2 ⽅向から送⾵する） 
 



 

 

 
図６ 検体採取の様⼦（シミュレーション時） 


